
規制緩和の経緯

輌
運
行
の
安
定
性
を
失
い
や
す
い
危
険
性
が

あ
る
。
当
社
は
過
去
に
2
回
の
横
転
事
故
を

起
こ
し
た
。
危
険
物
物
流
の
事
業
者
で
あ
る

当
社
に
と
っ
て
安
全
輸
送
は
生
命
線
で
あ
る

こ
と
は
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
こ
と

は
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
日
常
の
ド
ラ
イ

バ
ー
の
安
全
教
育
を
徹
底
す
る
一
方
、
よ
り
安

全
な
車
輛
を
探
索
し
た
。
当
初
は
、
欧
州
の

メ
ー
カ
ー
を
検
討
し
た
が
、
国
内
法
に
適
合

し
た
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
日
本
ト
レ
ッ

ク
ス
社（
車
輌
メ
ー
カ
ー
）に
共
同
開
発
を
持

ち
か
け
た
。
平
成
15（
2
0
0
3
）
年
8
月
に

「
横
転
抑
止
装
置
付
海
上
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
積

載
専
用
シ
ャ
ー
シ
」の
開
発
が
ス
タ
ー
ト
し
、

12
月
に
テ
ス
ト
車
輛
に
よ
る
試
乗
が
行
わ
れ
、

装
置
の
有
効
性
を
確
認
し
た
。
翌
年
3
月
に

は
I
S
O
タ
ン
ク
を
取
扱
う
全
事
業
所
に
同

シ
ャ
ー
シ
を
配
備
し
た
。

ま
た
、
従
来
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施

行
令
に
よ
り
、
無
機
シ
ア
ン
化
合
物
ま
た
は

フ
ッ
化
水
素
若
し
く
は
こ
れ
を
含
有
す
る
製

剤
の
運
搬
つ
い
て
は
輸
送
数
量
が
10
㎘
以

下
に
制
限
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
14
年

（
2
0
0
2
）
年
12
月
に
、
運
搬
容
器
に
関
す

る
基
準
の
特
例
が
定
め
ら
れ
、
I
M
O
基
準

に
適
合
し
た
I
S
O
タ
ン
ク
で
あ
れ
ば
、
容

量
の
制
限
な
く
運
搬
が
可
能
と
な
り
、
当
社

が
最
初
に
フ
ッ
酸
の
国
内
輸
送
を
手
掛
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
規
制
緩
和
は
、

当
社
が
、
事
務
局
を
努
め
る
日
本
危
険
物
コ

ン
テ
ナ
協
会
を
通
じ
て
、
長
年
に
渡
り
熱
心

に
関
係
省
庁
に
働
き
か
け
た
こ
と
の
大
い
な

る
成
果
で
あ
っ
た
。

昭
和
57（
1
9
8
2
）
年
2
月
、
消

防
庁
は
通
称
19
号
通
達（
国
際
輸

送
用
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
式
移
動
タ

ン
ク
貯
蔵
所
の
取
扱
い
に
関
す
る
運
用
基
準

に
つ
い
て
）に
お
い
て
、
条
件
付
で
I
S
O
タ

ン
ク
の
国
内
運
用
を
許
可
し
た
。
1
9
8
0

年
代
初
頭
、
翳
り
を
見
せ
て
い
た
タ
ン
ク
車

事
業
の
後
継
と
し
て
、
当
社
は
早
く
か
ら

I
S
O
タ
ン
ク
の
有
用
性
に
着
目
し
事
業
化

に
向
け
、
I
S
O
タ
ン
ク
の
仕
様
、
国
際
規

制
等
を
学
習
、
研
究
を
繰
り
返
し
、
国
内
外

運
用
の
様
々
な
課
題
を
検
討
し
ノ
ウ
ハ
ウ
を

蓄
積
し
て
い
た
。
通
達
前
夜
、
事
業
部
を
立

ち
上
げ
、
通
達
発
布
と
と
も
に
I
S
O
タ
ン

ク
の
販
売
を
開
始
し
た
。

19
号
通
達
は
、
I
S
O
タ
ン
ク
の
国
内
運

用
を
認
め
た
と
い
う
点
で
画
期
的
だ
っ
た
が
、

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
と
し
て
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
と
同
様
の
規
制
を
し
た
こ
と
は
、
関
係

者
に
多
大
な
負
担
を
強
い
た
。
当
社
は
、
誠

実
に
運
用
の
実
績
を
蓄
積
す
る
一
方
、
紳
士

的
に
窮
状
を
説
明
し
、
当
局
に
条
件
緩
和
を

要
望
し
続
け
た
。
昭
和
63（
1
9
8
8
）年
政

令
第
3
5
8
号
、
平
成
元（
1
9
8
9
）
年

自
治
省
令
第
5
号
を
経
緯
し
て
、
平
成
4

（
1
9
9
2
）
年
53
号
通
達
に
よ
っ
て
19
号
通

達
は
、
国
際
間
の
流
通
の
活
性
化
に
伴
う

I
S
O
タ
ン
ク
輸
送
の
増
加
に
対
す
る
事
務

の
簡
素
化
及
び
合
理
化
の
必
要
性
を
理
由
に
、

廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
完
成
検
査
は
代

表
す
る
1
基
の
I
S
O
タ
ン
ク
を
車
輛
に
固

定
し
た
状
態
で
の
外
観
検
査
で
良
く
な
っ
た

こ
と
等
I
S
O
タ
ン
ク
の
運
用
特
性
に
合
っ

た
18
項
目
に
つ
い
て
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
。

当
時
の
最
大
積
載
量（
I
S
O
タ
ン
ク
重
量

＋
内
容
物
重
量
）は
20
．
32
t
だ
っ
た
。
国
内

を
運
行
す
る
車
輛
は
、
車
輌
制
限
令（
道
路

法
）、
道
路
交
通
法（
警
察
庁
）、
道
路
運
送
車

輌
の
保
安
基
準（
道
路
運
送
車
輌
法
）の
制
約

を
受
け
た
。
例
え
ば
、
I
S
O
タ
ン
ク
の
重
量

を
3
．
5
t
に
し
た
場
合
は
、
内
容
物
重
量

は
16
．
82
t
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来

の
20
f
t
ド
ラ
イ
コ
ン
テ
ナ
の
場
合
は
、
コ
ン

テ
ナ
自
重
を
2
．
2
t
に
し
た
場
合
、
内
容

物
重
量
は
18
．
12
t
、
ド
ラ
ム
缶（
自
重

20
k
g
、
80
ド
ラ
ム
/
20
f
t
ド
ラ
イ
コ
ン
テ

ナ
）の
自
重
を
差
し
引
く
と
、
正
味
の
内
容
物

重
量
は
16
．
52
t
に
な
る
。
I
S
O
タ
ン
ク
の

輸
送
重
量
の
メ
リ
ッ
ト
は
な
か
っ
た
。当
社
は
、

I
S
O
タ
ン
ク
の
輸
送
重
量
の
メ
リ
ッ
ト
を
だ

す
べ
く
、車
両
メ
ー
カ
ー
に
こ
の
件
を
持
掛
け
、

最
大
積
載
量
24
t
に
対
応
し
た
車
輛
開
発
を
、

協
働
で
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
努
力
の

結
果
、
昭
和
60（
1
9
8
5
）
年
、
輸
出
入
貨

物
に
限
っ
て
、
最
大
積
載
量
24
t
の
I
S
O
タ

ン
ク
の
国
内
運
用
を
許
可
さ
れ
た
。
平
成
11

（
1
9
9
9
）
年
2
月
、
I
S
O
タ
ン
ク
の
最

大
積
載
量
は
輸
出
入
貨
物
に
限
っ
て
30
．
48
t

へ
緩
和
、
そ
の
後
、
平
成
16（
2
0
0
4
）
年

11
月
、
輸
出
入
貨
物
の
条
件
が
撤
廃
さ
れ
た
。

輸
出
入
の
増
加
に
伴
っ
て
ト
レ
ー
ラ
ー
の
横

転
事
故
は
多
発
し
た
。
ま
た
、
コ
ン
テ
ナ
ー

シ
ャ
ー
シ
に
緊
締
さ
れ
た
液
体
内
容
物
を
積

載
し
た
I
S
O
タ
ン
ク
は
そ
の
構
造
の
特
性
か

ら
液
体
内
容
物
の
慣
性
の
力
に
よ
っ
て
、
車

20
f
t 
I
S
O
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
（
以
下
I
S
O
タ
ン
ク
）
が
、
国
内
で
最
初
に
一
般
運
用
さ
れ
て
か
ら
、
35
年
が
経
過
し
て
い
る
。
今
で
は
、
I
S
O
タ

ン
ク
は
高
速
道
路
や
鉄
道
な
ど
で
良
く
見
か
け
、
液
体
物
流
の
効
率
的
な
大
量
輸
送
を
可
能
に
す
る
方
法
と
し
て
、
ケ
ミ
カ
ル
品
は
も
と
よ
り
食
品
輸
送
で
定

着
し
て
い
る
。
ま
た
、
紛
体
・
粒
体
の
積
載
品
に
つ
い
て
も
、
そ
の
適
応
範
囲
を
広
げ
て
い
る
。
I
S
O
タ
ン
ク
が
こ
こ
ま
で
成
長
し
た
の
は
、
I
S
O
タ
ン

ク
関
係
者
が
様
々
な
規
制
緩
和
と
安
全
技
術
の
向
上
、
運
用
の
実
践
に
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
努
め
た
か
ら
こ
そ
で
、
当
社
は
そ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
、
そ

し
て
そ
の
中
核
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
を
自
負
す
る
。
本
稿
は
、
限
ら
れ
た
紙
面
で
全
て
に
言
及
で
き
な
い
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
I
S
O
タ
ン
ク

の
当
社
の
主
な
規
制
緩
和
の
取
り
組
み
の
概
要
を
述
べ
る
。

主な法規制 保安基準（道路運送車輛法）他 消防法 毒物・劇物取締法/高圧ガス保安法
規制概要 車輛 積載式移動タンク貯蔵所 容器

規制緩和内容

昭和59年（1984）6月受付（経済企画庁）
・総重量24tの20ftタンクコンテナ
の40ft専用シャーシによる通行を
条件付で認める（道路運送車両法、
道路法、道路交通法）

昭和60年（1985）（参考）
・総重量24tの20ftタンクコンテナ
用シャーシを開発

・高さ9.6ftの海上コンテナの通行を
許可

平成3年（1991）10月
・ABS装置義務付（大型トラクター・
危険物運搬トレーラ）

平成5年（1993）11月
・連結車両総重量（特例）
　　34t  ▶ 36t
・トレーラ車両総重量
　　最大20t  ▶  28t

平成10年（1998）4月
・20ft国際海上コンテナ（輸出入貨
物限定）

　最大積載量 20ftコンテナ : 
　20.32t   ▶ 24t

 40ftコンテナ: 
　24t  ▶  30.48t

平成11年（1999）2月
・「ISO20ftタンクコンテナ」フル積
載時、危険物運搬用タンクコンテ
ナ（輸出入貨物）

　最大積載量  :  24t ▶ 30.48t

平成15年（2003）8月（参考）
・横転抑止装置付タンクコンテナ積
載専用シャーシ開発

平成15年（2003）10月
・セミトレーラ総重量36t、連結車
輛総重量44tを上限、必要条件を
付して通行を許可

平成16年（2004）11月
・条件付きで、3軸のフル積載トレー
ラを基準緩和時の第5輪荷重11t
のトラクター（2軸のエアサス）で
牽引可能

昭和57年（1982）2月
・「国際輸送用タンクコンテナ式移動
タンク貯蔵所の取扱いに関する運
用基準について」条件付きで運用
許可

昭和63年（1988）12月
・危険物の規制に関する政令の一部
を改正

平成元年（1989）2月
・危険物の規制に関する規則の一部
を改正により、積載式移動タンク
貯蔵所の技術上の基準の特例を定
めた

平成4年（1992）6月
・国際輸送用積載式移動タンク貯蔵
所及び積載式移動タンク貯蔵所の
取扱いに関する運用基準について
技術上の特例を定めた
・タンクコンテナの仮貯蔵について、
条件付で繰り返し同一場所で仮貯
蔵を認めるなどの新指針を定めた

平成7年（1995）2月
・国際的基準に適合した旨の表示が
されたタンクコンテナについては
完成検査前検査を必要としないこ
とを通達

平成7年（1995）3月
・危険物規制に関する政令及び省令
の一部改正、積載式移動タンク貯
蔵所の技術上の基準の特例を定め
た各国政府機関の許可書及びこれ
に類する書類の写しを適用
・タンク容量が
　20,000ℓ ▶  30,000ℓ

毒物・劇物取締法
昭和63年（1988）6月（参考）
・「毒物及び劇物の運搬容器に関する
基準その2」で、タンクコンテナの
基準を定めた

平成14年（2002）12月
・無機シアン化合物（液体状のもの
にかぎる）又はフッ化水素若しく
はこれを含有する製剤を運搬する
容器としてIMOタンクコンテナを
認めた

高圧ガス保安法（参考）
1）一般高圧ガス保安規則
2）液化石油ガス保安規則
保安の措置、積載方法、移動方法
の技術基準を規定

3）容器保安規則
タンクコンテナで輸送する場合、
規則に基づいた検査に合格した容
器照明が必要

平成12年（2000）7月
・輸入の容器検査に、民間会社等の
参入を認めた

平成23年（2011）12月（参考）
・保税扱いの高圧ガス容器、高圧ガ
スの輸出専用の高圧ガス容器等の
特別充填について（平成10年4月
内規を更新）

規
制
緩
和
の
取
り
組
み
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